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ChaCha Children Iruma 運営規程 

 

（施設の名称等） 

第１条 社会福祉法人 ChaCha Children & Co.が設置するこの施設の名称及び所在地は、次

のとおりとする。 

   (1) 名 称  ChaCha Children Iruma 

(2) 所在地  埼玉県入間市小谷田上ノ台 64 

 

（施設の目的及び運営方針） 

第２条 ChaCha Children Iruma（以下、当園という。）は、保育を必要とする乳児及び幼

児を日々受け入れ、保育事業を行うことを目的とする。 

２ 当園は、保育の提供に当たっては入所する乳児及び幼児（以下、園児という。）の最

善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供

するよう努めるものとする。 

３ 当園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状

況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。 

４ 当園は、園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、園児の

保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとす

る。 

５ 当園は、「入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成 26 年 9 月 30 日条例第 20 号）」その他関係法令・通知等を遵守し、

事業を実施するものとする。 

 

（利用定員） 

第３条 当園の利用定員は、次のとおりとする。   

ｸﾗｽ 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

2 号・3 号 15 人 18 人 21 人 22 人 22 人 22 人 120 人 

 

（提供する保育等の内容） 

第４条 当園が提供する保育等の内容は、次のとおりとする。 

(1) 特定教育・保育の提供 

児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令を遵守し、保育所保育指針、

及び全体的な計画に沿って、乳幼児の発達に必要な保育・教育を提供する。 

  (2) 食事の提供 

  (3) 子育て家庭に対する支援 

  (4) 延長保育事業 

  (5) 一時預かり事業 
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  (6) その他保育に係る行事等 

 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第５条 保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとす 

る。なお、員数及び職務の内容については、変更となる場合がある。 

(1) 園長 1 名（常勤専従） 

    園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため

必要な指揮命令を行うとともに、園児を全体的に把握し、園務をつかさどる。 

(2) 主任保育士 1 名（常勤専従） 

    主任保育士は、地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに、園長を補佐

し、保育内容について他の保育士を統括する。 

(3) 保育士 18 名以上（常勤専従、非常勤） 

    保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。 

  (4) 栄養士 1 名以上（常勤専従） 

    園児の発達段階に応じ、0 歳児の離乳食、1～2 歳児の幼児食および 3 歳児以上の 

幼児食に係る献立を作成する。 

(5) 調理員 1 名以上（常勤専従、非常勤） 

    栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。 

  (6) 看護師 1 名以上（常勤専従、非常勤） 

    保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行うととも

に、利用する子どもの健康管理および職員の健康管理を行う。 

  (7) 事務員 1 名以上（常勤専従、非常勤） 

    保育所の運営管理に必要な事務処理、契約事務、経理事務に従事する。 

  (8) 子育て支援センター 2 名以上（子育ての知識と経験を有する者） 

    未就園児の親子の交流の場の提供と交流の促進、子育て等に関する相談援助の実施 

等を行う。週 3 日以上、かつ 1 日 5 時間以上を開設時間とする。 

 

（保育を提供する日） 

第６条 保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始（12 月 29

日から 1 月 3 日）及び祝祭日を除く。 

 

（保育を提供する時間） 

第７条 保育を提供する時間は、次のとおりとする。 

(1) 保育標準時間認定に係る保育時間 

7 時 00 分から 18 時 00 分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。 

なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、

19 時 00 分までの範囲内で、延長保育を提供する。 
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(2) 保育短時間認定に係る保育時間 

8 時 30 分から 16 時 30 分までの範囲内で保護者が保育を必要とする時間とする。 

なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合 

は、7 時 00 分から 8 時 30 分および 16 時 30 分から 19 時 00 分までの範囲内で時間

外保育・延長保育を提供する。 

 

（利用者負担その他の費用の種類） 

第８条 当園の特定教育・保育を利用した教育・保育給付認定保護者は、その教育・保育給

付認定を受けた市町村に対し、当該市町村の定める利用者負担金（保育料）を支払うも

のとする。 

２ 当園は、特定教育・保育等の提供における便宜に要する費用のうち、別表に掲げる費

用の支払を利用者から受けるものとする。 

３ 前各号の定めに関わらず、市区町村の定める条例及び規定により免除される費用につ

いてはこの限りではない。 

 

（利用の開始に関する事項） 

第９条 当園は、市町村から保育の実施について委託を受けたときは、これに応じるものと

する。 

 

（利用の終了に関する事項） 

第１０条 当園は、以下の場合には保育の提供を終了するものとする。 

(1) 園児が小学校就学の始期に達したとき。 

  (2) 2 号認定こどもの支給認定保護者が、法令等に定める支給要件に該当しなくなった

とき。 

  (3) 3 号認定こどもの支給認定保護者が、法令等に定める支給要件に該当しなくなった

とき。 

(4) その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。 

 

（緊急時における対応方法） 

第１１条 当園の職員は、保育の提供を行っているときに、園児に病状の急変、その他緊 

急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は園児の主治の医師に連絡する等、必要な

措置を講じるものとする。 

２ 保育の提供により事故が発生した場合は、入間市及び園児の保護者等に連絡するとと

もに、必要な措置を講じるものとする。 

３ 当園は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生

の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。 

 ４ 園児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速や
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かに行うものとする。 

 

（非常災害対策） 

第１２条 非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等について

の責任者を定め、少なくとも毎月１回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するもの

とする。 

 

（虐待の防止のための措置） 

第１３条 当園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必 

要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じる

ものとする。 

 

（記録の整備） 

第１４条 当園は、保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日から 5 

年間保存するものとする。 

   (1) 保育の実施に当たっての計画 

(2) 提供した保育に係る提供記録 

(3) 入間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め 

る条例（平成 26 年 9 月 30 日条例第 20 号）第 20 条に規定する市への通知に係る

記録 

(4) 保護者からの苦情の内容等の記録 

(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第１５条 当園の運営に関して以下の事項を定める。 

(1) 利用者に対する事前説明の方法 

     入園前に説明会の実施 

(2) 相談・苦情等の対応 

     社会福祉法第 82 条の規定により、当園では、利用者からの苦情に適切に対応す

るため、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を、下記により設置

し、苦情解決に努めるものとする。 

    1. 苦情解決責任者  ChaCha Children Iruma 園長 

    2. 苦情受付担当者  ChaCha Children Iruma 主任保育士 

    Tel   04-2964-5559 

   Email info@chacha.or.jp 

3. 第三者委員    玄関に掲示 
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附 則 

 この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

 一部改訂：令和元年 10 月 1 日  

 一部改訂：令和 4 年 4 月 1 日  

 一部改訂：令和７年 4 月 1 日   



- 6 - 

 別  表   

 

１．保育の提供に要する実費に係る利用者負担金  

項目  内容、負担を求める理由及び目的  金額  

給食費  
3 歳以上の児童に提供する主食代副食代を

実費でご負担いただきます。 

(主食 )月額 1,500 円  

(副食 )月額 4,800 円  

一時預かり保育 
一時預かり保育に要する費用をご負担
いただきます。 

利用料日額  2,000 円 

昼食費     300 円 

布おむつ費  リース料  
（使用量に応じて）  
600 円から 2,400 円      

傷害保険料  日本スポーツ振興センター掛金  年間   240 円  

布団乾燥料  0～ 5 歳  月額   330 円  

うがい用コップ  3～ 5 歳    350 円  

おしぼり・タオル代  0～ 2 歳  月額  1,200 円  

タオル代  3～ 5 歳  月額   150 円  

帽子  1～ 5 歳  夏用冬用  

各 2,000 円  

 

２．時間外保育に係る利用者負担  

 (1) 月単位の延長保育利用料金（事前のお申し込みが必要）  

利用時間 
利用料（月額） 

0,1,2 歳児クラス 

利用料（月額） 

3,4,5 歳児クラス 

18：01～18：15 1,500 円 1,000 円 

18：16～18：30 3,000 円 2,000 円 

18：31～18：45 4,500 円 3,000 円 

18：46～19：00 6,000 円 4,000 円 

     ＊契約利用時間を超えた場合は、突発的利用として追加分の利用料を徴収します。 

 

 (2) 突発的な利用による延長保育料金（ご利用の際は電話にてご連絡ください） 

利用時間 利用料（日額） 

0,1,2 歳児クラス 

利用料（月額） 

3,4,5 歳児クラス 

18：01～18：30 750 円 500 円 

18：31～19：00 
1,500 円 

（おやつ代含む） 

1,000 円 

（おやつ代含む） 
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(3)保育短時間認定の方の時間外利用料金（ご利用の際は電話にてご連絡ください） 

利用時間 利用料（日額） 

30 分ごと 50 円 

＊保育標準時間を超えた場合は、突発的利用としての延長保育料金を徴収します。 

 

 

※  当園は、上記費用の支払を受けた場合は、領収証を交付する。  


